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お
　
知
　
ら
　
せ

児
童
手
当
受
給
者
の
皆
さ
ま
へ

　

児
童
手
当
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
２
月
、

６
月
、
10
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
現
在
受
給
者
で
あ
る

場
合
、
６
月
か
ら
９
月
分
（
新
規
に
認
定

さ
れ
た
方
は
、
認
定
通
知
書
に
記
さ
れ
て

い
る
支
給
開
始
月
か
ら
９
月
分
）
ま
で
を
、

10
月
10
日
㈭
に
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、
支
給
額
は
次
の
と
お
り
と
な
り

ま
す
の
で
、
10
月
の
支
払
通
知
の
郵
送
は

省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
社
会
福
祉
課
子
育

て
支
援
係
（
☎
63
―
５
１
１
３
）
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

ま
だ
現
況
届
の
提
出
を
さ
れ
て
い
な
い

方
や
、
添
付
書
類
が
不
備
な
方
は
手
当

の
支
給
が
差
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
早

め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

児
童
手
当
支
給
額�

　
　
　
　
（
児
童
１
人
あ
た
り
月
額
）

児
童
手
当【
所
得
制
限
限
度
額
未
満
の
方
】

・
３
歳
未
満
（
一
律
）�

１
万
５
千
円

・
３
歳
か
ら
小
学
校
卒
業
ま
で

　
（
第
１
、２
子
）�

１
万
円

　
（
第
３
子
以
降
）�

１
万
５
千
円

・
中
学
生
（
一
律
）�

１
万
円

特
例
給
付【
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
方
】

・�

一
律　

５
千
円
（
児
童
１
人
あ
た
り
月

額
・
平
成
24
年
６
月
～
）

ひ
き
こ
も
り
に
関
す
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す

　

ひ
き
こ
も
り
の
子
ど
も
を
持
つ
家
族
へ

の
支
援
に
関
し
て
豊
富
な
経
験
を
お
持
ち

の
斎
藤
ま
さ
子
先
生
を
講
師
に
迎
え
、
講

演
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

　

入
場
は
無
料
で
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　
10
月
６
日
㈰

　
　
　

午
後
２
時
～
４
時
20
分

会
場　
畑
野
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

　
　
　

多
目
的
ホ
ー
ル

テ
ー
マ

　
「
生
き
方
い
ろ
い
ろ
～
み
ん
な
違
っ
て

み
ん
な
い
い
～
」

講
師
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

新
潟
青
陵
大
学
看
護
福
祉
心
理
学
部

　

准
教
授　

斎
藤　

ま
さ
子
先
生

シ
ン
ポ
ジ
ス
ト

　

ひ
き
こ
も
り
に
関
す
る
支
援
機
関
等

主
催

　

�

新
潟
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
佐
渡
支
部
、

新
潟
県
佐
渡
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環

境
部

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

10
月
4
日
㈮
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。（
当
日
参
加
も
可
能
で
す
。）

　

新
潟
県
佐
渡
地
域
振
興
局

　

健
康
福
祉
環
境
部　

地
域
保
健
課

　

☎
74
―
３
４
０
７

ひ
き
こ
も
り
相
談
ダ
イ
ヤ
ル 

　
　
　
　

開
設
の
お
知
ら
せ

　

新
潟
県
で
は
、
就
学
、
就
職
の
問
題
等

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
で
ひ
き
こ
も
り
、
悩
ん

で
い
る
ご
本
人
や
ご
家
族
等
が
地
域
で
必

要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
平
成
25

年
４
月
17
日
に
「
新
潟
県
ひ
き
こ
も
り
地

域
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
ま
し
た
。

お
悩
み
の
方
は
「
ひ
き
こ
も
り
相
談
ダ
イ

ヤ
ル
」
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対�

象
者　
新
潟
県
内
の
ひ
き
こ
も
り
で
お

悩
み
の
ご
本
人
、
ご
家
族
等

※�「
ひ
き
こ
も
り
」と
は
、「
仕
事
や
学
校
に
行
か
ず
、

か
つ
家
族
以
外
の
人
と
の
交
流
を
ほ
と
ん
ど
せ

ず
に
６
か
月
以
上
続
け
て
自
宅
に
ひ
き
こ
も
っ

て
い
る
状
態
」を
い
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

�

新
潟
県
ひ
き
こ
も
り
地
域
支
援
セ
ン

タ
ー
「
ひ
き
こ
も
り
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」

　

☎
０
２
５
―
２
８
４
―
１
０
０
１

※�

新
潟
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
職
員
が
対

応
し
ま
す
。

※�

受
付
は
、月
曜
日
か
ら
金
曜
日
、午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時（
祝
日
、年
末
年
始
を
除

く
。）

地
域
の
相
談
窓
口

　

佐
渡
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環
境
部

　

☎
74
―
３
４
０
７

※�

受
付
は
、月
曜
日
か
ら
金
曜
日
、午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分（
祝
日
、年
末
年
始
を

除
く
。）

　

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。一
緒
に
考
え

ま
し
ょ
う
。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

暮らしの情報

所得制限限度額

税扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安

0 人 622万円 833万 3千円

1人 660万円 875万 6千円

2人 698万円 917万 8千円

3人 736万円 960万円

4人 774万円 1,002 万 1千円

5人 812万円 1,042 万 1千円


